
資料 ５  

コエンザイムＱ１０について 

 

 

Ａ．コエンザイムＱ１０とは？ 

コエンザイムＱ１０（ＣｏＱ１０）はユビキノン、ユビデカレノンともよばれる脂溶性のビタミン様物質であり、ヒト

をはじめとする動植物で生合成される。コエンザイムとは酵素（エンザイム）を助ける成分のことであり、ユビ

キノンとは身体の全ての組織に存在する意味でラテン語の「ユビキタス（いたるところに存在する）」に由来し

ている。 

コエンザイムＱ１０は細胞の中でミトコンドリアに最も多く存在し、細胞内のエネルギー産生に必須な成分で

ある他、体内における抗酸化物質としての機能が確認されているが、加齢などにより減少することが知られ

ている。 

我が国では、医薬品分野において、ユビデカレノンとして日本薬局方に収載され、医薬品としては、

「基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状」の効能・効果で、１日 30mg の用量で承

認されている。 

食品と医薬品の区分に関する通知（「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和 46 年 6 月 1

日付薬発第 476号）、通称「食薬区分通知」）においては、「効果・効能を標榜しない限り医薬品とは判断

されない成分本質（原材料）リスト」に収載され、食品としても使用されている。 

 

Ｂ．コエンザイムＱ１０供給源 

ヒト体内のコエンザイムＱ１０量は、体内での生産（生合成）と、食事などからの補給によって維持されてい

る。 

（１）ヒトの体内での生合成１)

コエンザイムＱ１０は下図のルートにより生合成される。途中まではコレステロールと同じ経路をたどってい

る。 

 

コエンザイムＱ１０

ファルネシルピロリン酸

スクワレン

コレステロール

デカプレニルピロリン酸

チロシン

アセチルＣｏＡ

4-ヒドロキシ安息香酸

デカプレニル-4-ヒドロキシ安息香酸

アセトアセチルＣｏＡ

ＨＭＧ－ＣｏＡ

メバロン酸

イソペンテニルピロリン酸
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（２）食品からの摂取 

主な食品素材中のコエンザイムＱ１０含量を以下に示す２)。 

食品分類 食品素材 
含量/湿重量 

（μg/g） 

含量/乾燥重量

（μg/g） 

脂質中の重量 

（μg/g） 

穀物 米（但し CoQ9） 4.2 4.8 135.0 

大豆（生） 19.0 21.2 100.0 
豆類 

大豆（煮物） 12.1 29.2 131.0 

ピーナッツ 26.7 27.2 53.0 
種実 

ごま 23.0 23.7 44.0 

ほうれん草 10.2 137.2 5100.0 
野菜 

ブロッコリー 8.6 79.6 8600.0 

魚介類 いわし 64.3 226.3 346.0 

豚 38.0 60.0 375.0 

牛 31.0 98.0 298.0 

鶏 21.0 84.0 715.0 

鶏卵 3.7 15.0 34.0 

畜肉類 

牛乳（CoQ9+CoQ10） 0.6 5.3 20.0 

食事からは、１日当たり 5mg前後を摂取しているという報告がある。 

 

Ｃ．コエンザイムＱ１０の特性（単位・化学的安定性） 

コエンザイムＱ１０はエーテルには溶けるが、エタノールには極めて溶けにくく、水にはほとんど溶けない。光

に対して不安定で、高温にさらすと分解を起こすことがある。アルカリとの接触で不安定になることがある。 

 

Ｄ．コエンザイムＱ１０の体外からの吸収 

ヒトでは主に胆汁酸塩で乳化され、小腸壁から吸収される。小腸で吸収されたコエンザイムＱ１０はカイロミク

ロンに溶け、胸管リンパより吸収されると推定される。血液循環に入ったコエンザイムＱ１０はリポタンパク質

によって各組織に運搬される３)。ラット単回経口投与後の組織分布は、投与後4時間で肺臓、心臓、精巣、肝

臓、腎臓、副腎、脾臓に高く、10 時間後には副腎、肝臓、胃の組織内濃度の増大が認められたあと、経日的

に減少したとの報告がある４)。 

 

全身分布

食事

小腸で吸収
胸管リンパを通って

肝臓

カイロミクロンに取り込まれる

リポタンパク質によって

血液循環

糞中排泄（未変化体）

胆汁酸等とミセル化

胆汁排泄（未変化体）

尿中排泄（親水性代謝物）

 

日本人健常者の血清コエンザイムQ10濃度は、約 0.7～0.8μg/mlとの報告がある６)。 

コエンザイムＱ１０の体内の含量は加齢とともに減少する５)。減少する理由については解明されていない７)。 
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Ｅ．コエンザイムＱ１０不足の問題 

コエンザイムQ10の欠乏症は知られていない。 

 

Ｆ．コエンザイムQ10 の過剰摂取のリスク 

コエンザイムQ10に関連する研究では、重篤な有害事象は報告されていないが、医薬品（30mg/日）において、

副作用として、胃部不快感、食欲減退、吐き気、下痢、発疹が報告（1.46%）されている。また、一日300mgを超

える量を摂取した場合、LDH等の肝機能テスト項目の無症候性の上昇や、SGOTの軽度の上昇を招く可能性

があるという報告がある８)。 

 

G．コエンザイムＱ１０の安全性 

コエンザイムＱ１０の安全性については下記の報告がある。 

（１）動物試験 

《コエンザイムＱ１０を短期間に大量に摂取した時（急性毒性試験）》 

ラットへの単回経口投与でＬＤ５０
*が４,０００ｍｇ/ｋｇ 以上であった９)。 

* ＬＤ５０：急性毒性の指標として広く用いられており、数値が大きいほど安全であるといえる。４,０００ｍｇ以

上という量は、ヒト（体重５０ｋｇ）に換算すると、２００ｇ以上の量となる。 

《コエンザイムＱ１０を長期間摂取した時（慢性毒性試験）》 

ラットに最大６００ｍｇ/ｋｇ/日を２６週間経口投与したところ、一般状態、血液、尿検査、形態学的観察で特

記すべき変化を認めなかった9)。 

また、ラットに最大１,２００ｍｇ/ｋｇ/日を５２週間経口投与したところ、特記すべき変化は認められなかった１

0)。 

（２）ヒト試験 

《コエンザイムＱ１０を健康な人が摂取した時》 

健康な日本人を対象に、一日あたり３００、６００、および９００ｍｇを４週間投与（９００ｍｇは男性のみ）した

ところ、有意な副作用は認められなかったとの報告がある１1)。 

《高用量での摂取事例》 

米国において、パーキンソン病患者を対象に一日あたり最大１,２００ｍｇを１６ヶ月間投与した例があるが、

有意な副作用は認められなかったとの報告がある１2)。 

 

（３）蓄積性 

ラットへの連日投与で、肝臓、脾臓、血漿では経日的に蓄積が進み、心臓、腎臓では蓄積が起こらないと

の報告がある。また、肝臓、血漿中に蓄積されたコエンザイムＱ１０は投与終了後、１週間で投与前のレベ

ルに低下するという報告がある１3)。また、コエンザイムＱ１０を300mg/日投与時の血中コエンザイムQ10濃

度をシミュレートしたところ、投与開始数日で 5μg/ｍｌに達し定常化すると予測されたという報告がある１4) 。

 

（４）医薬品との相互作用 

コエンザイムＱ１０の摂取により下記医薬品との相互作用が見られる可能性がある。薬を服用されて  

いる方は、医師、薬剤師への相談が必要である。 

・コエンザイムＱ１０は血圧に影響を与える可能性があり、抗高血圧薬（降圧剤）との併用は薬の効果に

影響を与える１5)。 

・コエンザイムＱ１０の血糖降下作用が２型糖尿病患者において報告されており、血糖降下薬との併用は

薬の効果に影響を与えるかもしれない１6)。

・コエンザイムＱ１０にはメナキノン（ビタミンＫ）様作用が報告されており、ワルファリン服用患者ではワル

ファリンの抗凝血作用に影響を与えるかもしれない１7)。 
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（５）GRAS 

  米国ではＳｅｌｆ-Ａｆｆｉｒｍｅｄ ＧＲＡＳとして６００mg以上まで安全であるとの認証が得られている。 

ＧＲＡＳ：Ｇｅｎｅｒａｌｌｙ Ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ Ａｓ Ｓａｆｅ（一般に安全と認められる食品）の略称であり、米

国において食品またはその原料を販売する場合にはＧＲＡＳであることが望ましいとされてい

る。 

Ｓｅｌｆ-Ａｆｆｉｒｍｅｄ ＧＲＡＳ：自己確認による FDA への届出制。第三者に申請品の安全性を評価

依頼し、出された安全性に関する見解書を FDA に届出る。FDA はこれに対し 90 日以内にコメ

ントを公表する。 

 

H． コエンザイムＱ１０諮問の経緯 

コエンザイム Q10 については、平成 14年、健康被害との因果関係は不明ながらコエンザイム Q10含有
食品を摂取して消化器症状を呈したとの報告が厚生労働省にあった※。 
製造者に、他の苦情の有無を確認したところ、他にも胃腸障害及び過敏症状（皮膚症状）の報告が複数寄

せられているとのことであった。 

苦情については特に重篤なものは報告されておらず、また当該食品との因果関係は不明ではあったが、

医薬品（30mg/.日）において、副作用として、胃部不快感、食欲減退、吐き気、下痢、発疹が報告（1.46%）さ

れていること、販売量が増えており使用者が増えていると推定されること等を勘案し、厚生労働省では、業

界の自主的な管理を促進するため、業界団体のとりまとめをしている財団法人日本健康・栄養食品協会に

対し、コエンザイム Q10食品に係る注意喚起表示を含む食品規格基準の設定について検討を依頼した。 
これを受け、(財)日本健康・栄養食品協会において、データを収集したところ、１日摂取目安量として
300mg まで安全であるとのデータが得られたことから、１日摂取目安量の上限値を 300mg以下と設定し
たいとの中間報告があった。 
コエンザイム Q10 に関する研究においては、重篤な有害事象等は報告されていないが、上記のとおり胃

腸障害が知られていること、脂溶性のビタミン様物質であることから過剰症が現れる可能性が考えられる

こと、また、一日 300mg を超える量を摂取した場合、LDH 等の肝機能テスト項目の無症候性の上昇や、

SGOT の軽度の上昇を招く可能性があるとされているため、サプリメント等として摂取する場合の上限値

設定の必要性の有無等について諮問するものである。 

 

※コエンザイムQ10 における事例（因果関係は不明） 

平成 15年の厚生労働省へのコエンザイムQ10含有食品による健康被害の報告の詳細は下記のとおり。 

 ●事例１ 

被害者：60 代女性 

経過： 

・医療機関に勧められ、コエンザイム Q10 含有食品を服用したところ、1 日たたないうちに胃腸が痛くなり、嘔

吐、下痢及び食欲減退症状を呈した。 

・本件で医療機関には受診していない。なお、患者は、３～５年前から肝臓が悪く医療機関を受診している。 

・保健所で調査したところ、因果関係は不明とのことであった。 

 

●事例２ 

被害者：70 代女性 

経過： 

・コエンザイム Q10 含有食品を体に良いと思い店頭にて購入、１粒摂取したところ、約１２時間後に嘔吐。家

族も夜摂取したところ翌日嘔吐した。 

・医療機関を受診したところ、体調不良とコエンザイム Q10 の因果関係は不明と言われた。医師は、本人の

体調やこの食品が体にあわない可能性もあるため、今後摂取は控えた方がよいとアドバイスした。 
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別添 

「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針 

 

１ 目的 

 この指針は、健康に関する効果や食品の機能等を表示して販売されている食品であっ

て、保健機能食品でないもの（以下「いわゆる健康食品」という。）の表示について定め、

過剰摂取による健康被害等を防止するとともに、消費者の「いわゆる健康食品」の適切

な利用に資することを目的とする。 

 

２ 表示事項 

「いわゆる健康食品」は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の法令で表

示することが定められている事項の他、次に掲げる事項を表示すべきであること。 

（１） 一日当たりの摂取目安量 

当該食品が含有する成分に応じ、安全性試験データ、通常の食生活における当該

食品の摂取量等科学的根拠に基づき設定すること。安全性試験データを根拠に設定

する場合は、当該食品が含有する成分と同一の成分が他の食品によっても摂取され

許容量を超えることがないよう、また、摂取者の個人差等を考慮した十分な安全率

を見込むこと。 

なお、当該成分が経口摂取の医薬品として用いられることがあるものについては、

原則として医薬品として用いられる量を超えないように設定すること。 

（２） 通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法 

当該食品の形状、成分、消化吸収性等の食品特性を考慮し、適切な方法を表示す

ること。 

（３） 摂取をする上での注意事項 

 過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるもの

は、その旨を表示すること。ただし、「過剰に摂取することにより健康に障害を与え

ることがありますが、一過性ですので心配はありません」等の表示はしないこと。 

 また、医薬品等との相互作用や特定の疾患がある人への注意が必要なものについ

ては、その旨を表示すること。 

（４）バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 

バランスの取れた食生活に関する普及啓発を図るため、「食生活は、主食、主菜、

副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示すること。 

 



 

 

３ 表示方法及び留意事項 

(１) 表示事項は、容器包装の見やすい箇所に邦文をもって明瞭に表示すること。なお、

添付する文書への記載をもって代えることができる。 

(２) 表示は、原則として日本工業規格Ｚ８３０５（１６９２）に規定する８ポイント

以上の大きさの統一の取れた活字で行うこと。ただし、表示可能面積がおおむね１

５０c ㎡以下のものにあっては、日本工業規格に規定する５．５ポイント以上の大
きさの統一のとれた活字で行うこと。 

(３) 摂取をする上での注意事項等の表示に当たっては、独立行政法人国立健康・栄養

研究所のホームページに開設された「「健康食品」の安全性・有効性情報

（http://www.nih.go.jp/eiken）」等の科学的かつ客観的な情報データベース等を活用
すること。なお、当該情報は素材に関するものであり、個々の品質に左右される個

別の商品の有効性を証明するものではないことに十分留意すること。 

(４) 表示の根拠等については、事業者のホームページ等において消費者に対して積極

的に情報を開示すること。 

(５) 表示事項は、医薬品の用量等の表示及び特別用途食品の表示と誤解されないよう

配慮すること。 

 

 





 

（別添） 

１．コエンザイムＱ１０食品における事例  

 コエンザイムＱ１０を含む食品を摂取したところ、嘔吐、下痢及び食欲

減退症状を呈した。（医療機関へは受診していない。）  

（注） 当該食品の製造者に過去の苦情の有無を確認したところ、胃腸障

害及び過敏症状（皮膚症状）の報告が複数寄せられていた。 

 なお、医薬品としてのコエンザイムＱ１０においては、添付文書

の使用上の注意として、胃部不快感、食欲減退、吐気、下痢、発疹

の副作用情報が記載されている。  

 

２．イチョウ葉食品による事例  

事例１ 狭心症のため血液凝固阻止剤を服用中にイチョウ葉食品について

も摂取していたところ、頭痛、嘔吐等の症状を呈し、診察の結果、

小脳出血と診断された。（担当医師は因果関係不明と判断） 

事例２ イチョウ葉食品を摂取期間中、生理出血量の増大と出血日数の延

長を認めた。（医療機関へは受診していない。） 

事例３ イチョウ葉食品を摂取期間中、切創の治癒遅延及び剃刀出血の止

血遅延を認めた。（医療機関へは受診していない。） 

 （注） イチョウ葉エキスの中のギンコライド Bは特異的な血小板活性

化因子の阻害物質であることが確認されている。これまでに報告

されているイチョウ葉エキスと医薬品の相互作用としては、アス

ピリン、ワルファリンなどとイチョウ葉エキスを併用した際に起

こる出血傾向が挙げられている。  
 




























































